
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 助成対象 

令和３年４月１日(木)から令和４年３月５日(土)までに安全・安心対策を講じて長野県内で 

実施する次のもの 

・ 学校行事の修学旅行等（日帰りの社会見学やスキー体験教室等を含む）  

・ 学校のクラブ活動、部活動等の合宿（宿泊を伴うものに限る） 

 

２ 助成対象者  

県内で修学旅行、合宿等を行う学校（小学校、中学校、高等学校等） 

 

３ 申請者  

・ 対象となる修学旅行等の企画・手配を行う旅行会社 

・ 対象となる修学旅行等の企画・手配を自ら行う学校 

 

４ 助成内容及び助成額 

区分 貸切バスの台数を増やす場合の追加経費 宿泊部屋数を増やす場合の追加経費 

助成内容 貸切バスの追加経費（実費） 宿泊部屋数の追加経費（実費） 

助成額 

（上限額） 

＜県内学校＞ 

借上費（１台/１日）の４分の３または 12

万円（日帰り 10万円）のいずれか低い額 

＜県外学校＞ 

借上費（１台/１日）の２分の１または８

万円のいずれか低い額 

１人１泊あたりの室料の増加額 

３千円 

 

５ 申請方法・申請先 

➢ 申請方法  所定の申請書類を次の申請先へ、提出してください。 

＜交付要綱、申請に必要な様式等はダウンロードしてください。＞  

URL：https://www.nagano-tabi.net/kikou/r3shuryo.html 

➢ 申請先 （一社）長野県観光機構 「安全・安心な修学旅行等サポート事業」担当あて 

         住所 〒380－8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692－2 長野県庁１階 

         TEL：026-238-9670 E-mail：shuryo@nagano-tabi.net 

   ※７月６日から住所と電話番号が変更になる予定です。最新情報は上記 URLをご確認ください。 

６ その他  

事業の詳細は、別紙の事業概要をご覧ください。 

（参考） 

この助成事業の対象となる修学旅行や合宿は、感染状況により実施の判断が行われ、実施する場合は長野県

教育委員会が定める「新型コロナウイルス感染症対策に係る県立学校運営ガイドライン」をはじめ、各種ガイ

ドラインに従い感染防止対策の徹底を図り行われます。 

 
長野県観光部 観光誘客課 

（課長）丸山 祐子 （担当）山田 むつみ 

              森田 麻由里 

電 話：026-235-7253（直通） 

ＦＡＸ：026-235-7257 

E-mail：kankoshin@pref.nagano.lg.jp 

 長野県（観光部）・（一社）長野県観光機構 プレスリリース令和３年(2021年)６月８日 

 
 

長野県内で実施する修学旅行や合宿の 

安全・安心対策を支援します 

長野県内で実施する修学旅行、合宿等に対して、新型コロナ感染症対策として、密を避けるため、バスの

台数や宿泊部屋を増やす場合の追加経費を助成し、安全・安心対策をサポートします。 

一般社団法人長野県観光機構 販路・市場開拓部 

（部長）岩本 文成 （担当）齊藤 由美子 

電  話：026-238-9670 

ＦＡＸ：026-232-3233 

E-mail：shuryo@nagano-tabi.net 
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